
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
出

向
い
て
市
民
に
フ
レ
イ
ル
予

防
を
呼
び
掛
け
ま
す
。

フ
レ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

市
が
開
催
し
て
い
る
養
成
講
座

を
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

と　
き　

11
月
４
日
（
木
）

９
時
～
16
時

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

対　
象　

平
日
の
日
中
に
活
動
が

で
き
る
人
（
年
齢
不
問
、

高
齢
者
大
歓
迎
）

自
動
車
運
転
免
許
証
が

あ
る
人

定　
員　

10
人
（
先
着
順
）

申
込
み　
【
期
限
】
11
月
１
日
（
月
）

問
合
せ　

健
康
長
寿
課　
高
齢
福
祉
Ｇ

☎
７
３-

８
０
２
２

【再募集】一緒に介護予防 　　　　
フレイルサポーターになりませんか

　
加
齢
の
た
め
心

身
の
活
力
が
低
下

し
た
状
態
を
「
フ

レ
イ
ル
」
と
い
い

ま
す
。
い
つ
ま
で

も
元
気
で
健
康
的

な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
フ
レ
イ

ル
予
防
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

　
市
民
の
介
護
予
防
や
健
康
づ
く
り

の
お
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
る
フ
レ

イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

主
な
活
動

〇
フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
運
営

準
備
や
測
定
、
フ
レ
イ
ル
に

つ
い
て
の
説
明
な
ど
を
行
い

ま
す
。

〇
フ
レ
イ
ル
予
防
の
普
及
啓
発

出
前
講
座
や
公
民
館
祭
り
な

※ 

農
業
、
林
業
、
漁
業
、
金
融
業
・

保
険
業
な
ど
、
対
象
外
と
な
る
業

種
が
あ
り
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

支
給
額

１
事
業
者
に
つ
き
５
万
円

申
請
方
法

記
載
の
住
所
ま
で
郵
送
に
限
る

〒
９
１
９-

０
６
２
１

あ
わ
ら
市
市
姫
一
丁
目
９-

２
１

あ
わ
ら
市
商
工
会
本
所

【
期
間
】
10
月
18
日
（
月
）

～
11
月
26
日
（
金
）
必
着

問
合
せ　

あ
わ
ら
市
商
工
会
（
本
所
）

☎
７
３-

０
２
４
８

商
工
労
働
課

☎
７
３-

８
０
３
０

あわら市　　　　　　　
小規模事業者応援給付金

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
著
し
く
売
り
上
げ
が

減
少
し
て
い
る
小
規
模
事
業
者
に
対

し
て
、
事
業
の
継
続
を
支
援
す
る
た

め
、
小
規
模
事
業
者
応
援
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。

　
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
者

令
和
３
年
１
月
か
ら
９
月
の
う

ち
、ひ
と
月
の
売
り
上
げ
が
前
々

年
又
は
前
年
同
月
比
30
％
以
上

減
少
し
た
、
市
内
に
主
た
る
事

業
所
を
有
す
る
小
規
模
事
業
者

（
従
業
員
数
５
人
以
下
）

対
象
業
種

す
べ
て
の
商
工
業

　

現
在
、
記
載
の
医
療
機
関
で
若

干
名
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
助
成
希
望
者
は
、
市
民

課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対
象
者

20
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
加
入
者

※ 
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
滞
納
者
を
除
く
。

※ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
は
、

２
年
に
１
回
の
助
成
と
な
り
ま
す
。

令
和
２
年
度
に
助
成
を
受
け
た
人

は
お
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

受
診
期
間

令
和
４
年
２
月
28
日
（
月
）
ま
で

助
成
額

各
ド
ッ
ク
料
金
の
７
割

（
上
限
２
万
５
０
０
０
円
）

注
意
点

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
に

よ
っ
て
、
検
査
項
目
の
一
部
中
止
や

受
診
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
事
前
に
市
へ
の
申
し
込
み
が
な
い

【再募集】令和３年度人間ドック料金の
一部助成　　　　　

場
合
は
、
助
成
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

・
人
間
ド
ッ
ク
と
市
民
健
診
（
集
団
・

個
別
）
の
両
方
を
受
診
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

・
検
診
内
容
は
各
医
療
機
関
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
直
接
医
療

機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
に
つ

い
て
は
、
令
和
３
年
度
を
も
っ
て
人

間
ド
ッ
ク
料
金
の
助
成
は
終
了
し
ま

す
。
令
和
４
年
度
以
降
は
、
市
が
実

施
す
る
健
康
診
査
（
無
料
）
や
が
ん

検
診
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
民
課 
☎
７
３-

８
０
１
５

道
使
用
料
減
免
制
度
を
見
直
し
ま

し
た
。
詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

上
下
水
道
課 

総
務
経
理
Ｇ

☎
７
３-

８
０
３
６

水道料金・下水道使用料の　
漏水減免制度を変更しました

　
水
道
メ
ー
タ
ー
か
ら
宅
地
内
に

あ
る
給
水
管
や
蛇
口
な
ど
の
給
水

装
置
は
使
用
者
の
所
有
で
あ
る
た

め
、
使
用
者
が
管
理
し
て
い
た
だ

く
も
の
で
す
。
水
道
料
金
や
下
水

道
使
用
料
は
、
水
道
メ
ー
タ
ー
で

測
っ
た
水
量
で
請
求
し
て
お
り
、

水
道
使
用
者
が
所
有
す
る
給
水
装

置
で
漏
水
が
発
生
し
た
場
合
で
も
、

水
道
メ
ー
タ
ー
が
計
測
し
た
水
量

（
漏
水
量
を
含
む
）
で
料
金
を
請
求

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
使
用
者
の
善
良
な
管

理
下
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

漏
水
し
た
場
合
は
、
修
理
し
た
後

に
申
請
す
る
こ
と
で
、
水
道
料
金

な
ど
の
減
免
が
可
能
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

10
月
か
ら
、
水
道
料
金
や
下
水

▲ ホームページ

　
市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。
内
見
会
の
事
前
申
し
込
み

は
不
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受　
付　

10
月
15
日
（
金
）
～
29
日
（
金
）

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※ 

土
日
祝
日
を
除
く
。

内
見
会　

10
月
19
日
（
火
）

10
時
～
11
時
30
分
、
14
時
～
16
時

※ 

駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
市
営
芦
原

温
泉
駅
東
口
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

市営住宅入居者募集

物　
件　

旭
団
地
第
１
棟
、
第
２
棟

・
中
層
耐
火
構
造 

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

・
募
集
戸
数　
５
戸

（
２
階
、
３
階
、
４
階
）

・
家
賃　
１
万
５
６
０
０
円
～

３
万
１
４
０
０
円

※ 

家
賃
は
、
世
帯
全
員
の
所
得
に

応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

問
合
せ　
　

建
設
課　
管
理
Ｇ

☎
７
３-

８
０
３
１

建設

商工労働

市民

健康長寿上下水道

医療機関
済生会病院
福井総合クリニック
木村病院
光陽生協クリニック
福井県労働衛生センター
※ 胃部検査は透視のみ

松原病院
福井厚生病院
※ 国民健康保険加入者のみ

程
を
選
ん
で
い
た
だ
く
か
、
個
別

健
診
で
の
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
集
団
健
診
】　

市
民
課
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
個
別
健
診
】　

県
内
指
定
医
療
機
関
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

受
診
期
間　

令
和
４
年
２
月
28
日
（
月
）
ま
で

血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
発
症
や
重
症
化

を
予
防
し
よ
う
！

　
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
上

で
、
肥
満
と
喫
煙
は
、
大
き
な
妨

げ
で
す
。
肥
満
の
人
は
高
血
糖
に

な
り
や
す
く
、
高
血
糖
と
肥
満
が

重
な
る
と
病
気
の
リ
ス
ク
も
高
ま

り
ま
す
。
肥
満
の
人
は
、
無
理
の

な
い
減
量
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　

タ
バ
コ
を
吸
う
人
は
、
禁
煙
を

し
ま
し
ょ
う
。
喫
煙
は
血
管
を
傷

つ
け
る
最
大
の
リ
ス
ク
で
す
。

　
生
活
習
慣
の
改
善
が
血
糖
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
鍵
と
な
り
ま
す
。
食

べ
過
ぎ
、
飲
み
過
ぎ
を
避
け
、
適

切
な
量
で
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い

食
事
を
取
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

ま
た
、
運
動
は
血
糖
値
を
下
げ

る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
筋
力
が
つ

く
と
、
基
礎
代
謝
が
高
ま
り
、
血

糖
値
が
上
が
り
に
く
く
な
り
ま
す
。

日
常
生
活
に
、
運
動
を
取
り
入
れ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

市
民
課　
保
険
年
金
Ｇ

☎
７
３-

８
０
１
５

生活習慣を見直そう！　～糖尿病予防～

生
活
習
慣
病
の
一
つ
で
あ
る
糖
尿
病

　
血
液
中
の
ブ
ド
ウ
糖
が
増
え
す

ぎ
る
状
態
を
高
血
糖
と
い
い
ま
す
。

血
糖
値
の
高
い
状
態
が
慢
性
的
に

続
く
と
、
糖
尿
病
を
発
症
し
ま
す
。

自
覚
症
状
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て

放
置
す
る
と
、
血
管
を
は
じ
め
と

す
る
臓
器
が
侵
さ
れ
、
合
併
症
を

発
症
し
ま
す
。

▼
３
大
合
併
症　

高
血
糖
の
状
態
が
続
き
、
細
い
血

管
が
傷
つ
け
ら
れ
る
病
気

・
糖
尿
病
網
膜
症 

（
失
明
の
危
険
）

・
糖
尿
病
性
腎
症 

（
腎
不
全
の
危
険
）

・
糖
尿
病
神
経
障
害 

（
足
の
し
び
れ
や
壊
疽
の
危
険
）

糖
尿
病
性
腎
症
は
、
腎
臓
の
血
管

が
傷
み
、
機
能
が
低
下
し
た
状
態

で
す
。
悪
化
す
る
と
、
人
工
透
析

や
腎
臓
移
植
が
必
要
で
、
生
活
に

大
き
な
負
担
が
か
か
り
ま
す
。

あ
な
た
の
血
糖
値
は
？

　

年
に
１
回
の
健
診
を
受
け
、
血

糖
値
等
の
健
康
状
態
を
確
認
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
、
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
は
、
市
で
実
施
す
る

健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
診
を
ご
希
望
の
人
は
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
日

市民

閲
覧　募

集
期
間
内
に
担
当
課
、
市
民

課
芦
原
分
室
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
計
画
案
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

閲
覧　期

間
内
に
担
当
課
に
持
参
、
郵

送
（
〒
９
１
９-

０
６
３
２
あ
わ

ら
市
市
姫
三
丁
目
１
番
１
号
）、

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
で
ご
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
そ
の

際
、
住
所
、
氏
名
お
よ
び
連
絡

先
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

パブリックコメント
を募集します　　　

　
「
あ
わ
ら
市
空
家
等
対
策
計
画
」

が
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
度
末

で
終
期
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
空

家
等
対
策
を
継
続
的
に
進
め
る
た

め
「
第
２
期
あ
わ
ら
市
空
家
等
対

策
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

案
件
名

第
２
期
あ
わ
ら
市
空
家
等
対
策
計
画（
案
）

期　
間

11
月
１
日（
月
）～
11
月
15
日（
月
）

担
当
課　

市
民
協
働
課　

☎
７
３-

８
０
０
３

　
７
３-

１
３
５
０

　

ijyu@
city.aw

ara.lg.jp

市民協働
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15 14

注目情報注目情報


